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内閣府公益認定等委員会委員と九州各県合議制機関委員との意見交換会希望事項 

ブロック名 九州 提案都道府県名等 大分県 

議題番号 １ 立入検査の重点化に伴う懸念点や対応案について 

項  目 

提 案 の 趣 旨 お よ び 内 容 

○ 令和７年４月からの公益法人制度改正において、内閣府は、立入検査の重点化（メリハリ付

け）を行うこととしており、令和６年１２月末までにガイドラインの全面見直しにより、基本

的な考え方が示される予定である。各県においては、その考え方は共有しつつ、地域の実情に

応じた監督が行われるべきものと考えられる。 

 そこで、各県の実情を踏まえての懸念点や対応案（監督体制のアイデア）を共有したい。 

 

○ 当県においては、役員等の入れ替わりが頻繁な法人や、専任の事務職員を配置していない小

規模法人などでは、法令・制度に関する理解が不十分であることから、現在も立入検査では、

不適切な事務処理等に対する指摘を行うことが少なくない。このような状況では、令和５年１

２月に内閣府から発出された「立入検査（点検調査）の試行について（メモ）」で示された検査

手法である「事前の自己点検（「自己チェックシート」及び「備置き書類一覧」の提出）」＋「当

日の役員等との意見交換・相談」では、法人の運営状況を把握することが困難なケースもある

と見込まれ、県の法人に対する監督機能が適切に働くか懸念している。 

 例えば、上記の手法の留意点やより効果的な実施方法、また、上記の手法以外の視点から、

監督機能を確保しながら立入検査（点検調査）を実施する仕組みづくりができないかについて、

検討を進めたいと考えているところ。 

 

（佐賀県回答メモ） 

〇 立入検査の重点化（メリハリ付け）は、取り組んでいかなければならないことと認識。 

〇 具体的な方法については、事務局において検討中。事務局から検討（案）が示されたら委員

会で議論する。 

〇 一つのやり方として、当県では、毎年度、各法人から提出された事業報告を審査し「事業の

実施状況」「財務３基準」について、各法人をＡ、Ｂ、Ｃの区分で総合評価を行っている。 

〇 この総合評価を、立入検査の重点化（メリハリ付け）の目安とすることが考えられる。 

〇 今回の意見交換会で出た懸念点や対応案を参考にし、当県でも議論を進めていきたい。 

 

【参考】 

 Ａ Ｂ Ｃ 計 A…認定法基準違反等なく適正に事業運営さ

れていると思われる法人。 

B…認定法基準違反等の疑いがある法人。 

C…明らかな認定法基準違反があり、かつ、

速やかな是正対応が困難である法人。 

令和４年度 46 19 2 67 

  ３年度 46 21 0 67 

  ２年度 
43 23 0 66 

 

※参考資料 別紙１「立入検査（点検調査）の試行について（メモ）」 
       別紙２「新しい資本主義の実現に向けた公益法人制度改革」…P11 
       別紙３「第二回 FU会合事務局説明資料」…P15 
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内閣府公益認定等委員会委員と九州各県合議制機関委員との意見交換会希望事項 

ブロック名 九州 提案都道府県名等 宮崎県 

議題番号 ２ 公益法人のガバナンス強化に向けた体制強化等について 

項  目 

提 案 の 趣 旨 お よ び 内 容 

令和５年６月に取りまとめられた「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議最

終報告」では、不祥事防止等のコンプライアンスの確保の観点に加え、財務規律の柔軟化等に見

合う説明責任の充実の観点から、ガバナンスの充実のため、外部理事・監事の導入や会計監査人

を必置とする範囲の拡大等の方針が示されている。 

 一方で、公益法人からの聞き取りの際に、少子高齢化等による人手不足の状況から、役員、事

務局職員の人材確保に苦慮しているとの状況を確認することがある中、各法人が外部理事・監事

の導入等の取り組みを進めれば、人材獲得競争が激化し、人材確保が困難となる可能性がある。 

 公益法人のガバナンスの充実のため、法人運営の担い手となる人材の養成、法人体制の強化が

今後一層重要になると思われるが、参考となる対応事例や今後予定している法人支援などについ

て情報交換をお願いしたい。 

 

（佐賀県回答メモ） 

〇 当県においても、一部の法人から、役員・事務局職員の人材確保に苦慮しているという話し

は、従前から聞いている 

〇 来年４月から、法人のガバナンス強化のため、外部理事・監事の導入や会計監査人を必置と

する範囲が拡大等することについては、法人に説明しているところであるが、この対応につい

ての事務局への問合せ等はあまりあっていないと聞いている。 

 

   今回の制度改正により、監事を２人以上置いている法人は、財政規模に関係なく、うち 

１人を外部監事にする必要があることについて、対象の法人の認識漏れがないように、  

事務局においては特に指導していると聞いている。 

 

〇 しかし、貴県が懸念されるとおり、法人運営の担い手となる人材の養成、法人体制の強化が

今後一層重要になると思われることから、国及び九州各県の対応や、今後予定されている法人

への支援等について、教示していただきたい。 

 

 

※参考資料 別紙３ 「第二回 FU会合事務局説明資料」…P13～P15 

 参考資料 別紙４ 「改正法 新旧対照条文」…P18～P19 



【その他】 

内閣府公益認定等委員会委員と九州各県合議制機関委員との 

意見交換会の議題参考資料 
 

目次 
 

別紙１ 立入検査（点検調査）の試行について（メモ） P1～8 

別紙２ 新しい資本主義の実現に向けた公益法人制度改革 P9～11 

別紙３ 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識

者会議 第 2 回 FU 会合 事務局説明資料③ 

P12～15 

別紙４ 公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の一部を改正する法律案  

P16～19 

 



      

 

 

 

12  

 

 

 

  

 

 

27

 

27

59

 

20 11 21  

21 12 24 26 5 14

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

03-5403-9555 9538  

1

別紙１



 

2 

 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

2



  

 

 

 

 R6 7   

 ( )

 

  

 

R7  

 

27

 

 27

 

 

   

 

 H22 R4

5,300 R4 2,600  

 5  

    

H30 2,485 650 670 

R 1 2,504 650 580 

R 2 2,533 670 384 

R 3 2,541 530 391 

R 4 2,581 670 553 

R5  

 R6 R5

 

 R5 364  

3



2 

 

   

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 R6 7  

 

R7

 

 

C

  

 

 

 

 R6 7   

 

 

 

 

 10

4



3 

 

  

 

R

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
10  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

5



4 

 

  

 

   

   

  

 

 

 R5   

  R5  

 R5 364

2 4

R

 

 

 

 R6

 

 

   

 

6



7



8



9

別紙２



10



11



12

　別紙３　



13



14



15



16

別紙４



17



18



19


